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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両にバッテリを搭載し、このバッテリからの電力供給を受けて車両の使用許可の是非
を制御する機能を有するとともに、外部と無線通信する機能を有する車載機において、前
記バッテリの容量電圧を測定する手段を前記車載機に併設し、この車載機は、起動後に測
定された前記バッテリの容量電圧を取得するとともに、その容量電圧に基づいて電圧に応
じて異なる期間を設定する第１期間設定機能を備え、かつ測定された容量電圧が、予め設
定した基準電圧値より低い場合は、無線通信機能を利用して通報するとともに、省電力状
態とするように制御し、予め設定した基準電圧値より高い場合は、電圧に応じて異なる期
間に設定された第１設定期間にわたり自己状態を第１省電力状態とするように制御するこ
とを特徴とする車載機。
【請求項２】
　前記バッテリはエンジンに駆動される発電機により充電可能に設けられ、車載機は、エ
ンジンが始動された場合、容量電圧の安定化に関わる第２設定期間を設定し、この第２設
定期間にわたり第２省電力状態とするように制御することを特徴とする請求項１に記載の
車載機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は共同利用する車両の状態を遠隔地にて管理する技術に関し、特に車両のバッ
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テリ状態を管理する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両共同利用システムとは、車両を複数の利用者が共同で利用するシステムである。
　そのシステムは、車両に搭載したコントローラ（「車載機」ともいう。）で、車両の状
態を取得し、インターネットを経由して、その情報を管理センターに表示することで、管
理者が複数の車両を遠隔で集中管理・運営可能となっている。
　そして、利用者は、インターネットを経由し、車両を予約し、個々のＩＣカードリーダ
を利用して、車両にて認証を行い、認証の完了後に車両の利用を開始する。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１６４７６４号公報
【特許文献２】特開２００２－１２３８８９号公報
【特許文献３】特開２００３－２３３８９２号公報
【特許文献４】特開２００７－３０２０５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の車両共同利用システムにおける車両状態取得システムは、車両のバッ
テリ上がりを延期する車載機の省電力機能を備えているが、バッテリ電圧まではモニタし
ていなかった。
　この結果、長期間利用が無く放置された車両の場合には、管理センターに何の警告もな
く、バッテリ上がりを引き起こしてしまうという不都合があった。
　この不都合を防止するために、管理者は、車両の利用頻度からバッテリ電圧の耐久日数
を予測して、バッテリが弱まっている車両のあるステーションにまで行き、定期的にバッ
テリを充電する必要があった。
　しかし、あくまでも車両の使用頻度からバッテリ電圧の耐久日数を予測しているため、
バッテリを充電するなどの人為的なメンテナンスを真に必要とタイミングを正確に把握す
ることできないとともに、車両のあるステーションにて定期的にバッテリを充電する際に
、充電不要という状態に陥る可能性もあり、このような場合には無駄足となってしまうと
いう不都合があった。
　また、問題となっていた点は、車両のバッテリ電圧が徐々に減少していき、エンジンは
始動しないが、車載機のみが起動可能な状態に陥ってしまうことである。
　この状態になると、予約を完了した利用者は、車載機が起動するため、認証を終えて、
車両に乗り込むことはできるが、車両のバッテリ電圧が低下しているため、エンジンを始
動させることができず、車両をスムーズに利用できない、つまり利用者へのサービスが提
供できないという問題を引き起こしていた。
【０００５】
　この発明は、バッテリの充放電状態を遠隔地にて管理可能として、人為的なメンテナン
スを真に必要とするタイミングを把握すること、無駄足をなくし人為的なメンテナンスの
頻度を少なくすること、といった管理上の不具合をなくすこと、バッテリの容量不足によ
って車両利用サービスを提供できなくなる状態をなくすこと、車両に搭載した車載機が有
する省電力モードを十分に生かすことなどを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、この発明は、上述不都合を除去するために、車両にバッテリを搭載し、このバ
ッテリからの電力供給を受けて車両の使用許可の是非を制御する機能を有するとともに、
外部と無線通信する機能を有する車載機において、前記バッテリの容量電圧を測定する手
段を前記車載機に併設し、この車載機は、起動後に測定された前記バッテリの容量電圧を
取得するとともに、その容量電圧に基づいて電圧に応じて異なる期間を設定する第１期間
設定機能を備え、かつ測定された容量電圧が、予め設定した基準電圧値より低い場合は、
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無線通信機能を利用して通報するとともに、省電力状態とするように制御し、予め設定し
た基準電圧値より高い場合は、電圧に応じて異なる期間に設定された第１設定期間にわた
り自己状態を第１省電力状態とするように制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　以上詳細に説明した如くこの発明によれば、車両にバッテリを搭載し、バッテリからの
電力供給を受けて車両の使用許可の是非を制御する機能を有するとともに、外部と無線通
信する機能を有する車載機において、バッテリの容量電圧を測定する手段を前記車載機に
併設し、車載機は、起動後に測定されたバッテリの容量電圧を取得するとともに、その容
量電圧に基づいて電圧に応じて異なる期間を設定する第１期間設定機能を備え、かつ測定
された容量電圧が、予め設定した基準電圧値より低い場合は、無線通信機能を利用して通
報するとともに、省電力状態とするように制御し、予め設定した基準電圧値より高い場合
は、電圧に応じて異なる期間に設定された第１設定期間にわたり自己状態を第１省電力状
態とするように制御する。
　従って、保守のためのメンテナンス作業が必要な状態を検知し、無駄なタイミングでの
確認作業を削減できる。
　また、遠隔地にてバッテリの状態を把握、管理できる。
　更に、保守のためのメンテナンス作業が必要な状態に至るまでの間、システムを起動す
る頻度を低減でき、きわめて省電力化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下図面に基づいてこの発明の実施例を詳細に説明する。
【実施例】
【０００９】
　図１～図３はこの発明の実施例を示すものである。
　図２において、１は車両共同利用システムである。
　この車両共同利用システム１は、管理センタ２と車載機３とを有し、管理センタ２と車
載機３との間で情報の送受信を行い、車両（図示せず）の共同利用を制御・管理している
。
　このとき、前記管理センタ２は、内部に配置された管理センタ処理装置４とデータベー
ス５とを備えている。
　また、前記車載機３は、複数の貸し出し対象の車両に夫々配置される一方、車両に後述
するバッテリ２０を搭載し、このバッテリ２０からの電力供給を受けて車両の使用許可の
是非を制御する機能を有するとともに、外部と無線通信する機能を有している。
　そして、前記管理センタ処理装置４は各車両の予約情報と利用情報を管理し、前記車載
機３は車両の動態情報を前記管理センタ処理装置４に伝えるとともに、管理センタ処理装
置４から送信されるデータに基づいて、車両自体を制御し、車両の利用者に所定の情報を
提供する。
【００１０】
　前記管理センタ処理装置４と前記車載機３は、図２に示す如く、通常、無線通信網６に
よって接続される。
　また、前記管理センタ処理装置４は、ネットワーク７を介して、利用者が車両の利用（
「貸し出し」とも換言できる。）予約を行うために用いるパーソナルコンピュータ（「パ
ソコン」または「ＰＣ」ともいう。）８と接続される。
【００１１】
　また、前記車載機３は、ＩＣカードリーダ（「近接無線通信装置」ともいう。）９を備
えている。
　そして、利用者がこのＩＣカードリーダ９に対してＩＣカード１０を提示すると、前記
車両共同利用システム１はＩＣカード１０から得られた情報と車両共同利用システム１内
の情報とを比較して、その利用者が利用予約を行った正当な者であるか否かを判断する。
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【００１２】
　前記管理センタ処理装置４は、図２に示す如く、管理サーバ１１と通信制御装置１２と
ＷＥＢサーバ１３とを備えており、通信制御装置１２及びＷＥＢサーバ１３は、前記管理
サーバ１１に夫々接続されている。
　また、前記管理センタ２内に配置される前記データベース５は、前記管理センタ処理装
置４の管理サーバ１１に接続され、利用者の識別・認証に用いる情報や車両の予約・利用
実績に関する情報等を記憶する複数のテーブルを含んでいる。
【００１３】
　前記無線通信網６は、前記管理センタ２内に配置される前記管理センタ処理装置４の通
信制御装置１２と前記車載機３内に配置される無線通信端末（「アンテナ」ともいう。）
１４とを接続している。
　また、前記ネットワーク７は、前記管理センタ２内に配置される前記管理センタ処理装
置４のＷＥＢサーバ１３と前記ＰＣ８とを接続している。
【００１４】
　更に、前記車載機３は、図２に示す如く、無線通信端末１４と車両共同利用コントロー
ラ１５とナビゲーション・システム１６と前記ＩＣカードリーダ９とを備えている。
　そして、無線通信端末１４とナビゲーション・システム１６とＩＣカードリーダ９とは
、前記車両共同利用コントローラ１５に夫々接続されている。
　また、前記ナビゲーション・システム１６は、コントローラ１７、入力装置１８、表示
装置１９を備えている。
　なお、前記無線通信端末１４としては、市販の携帯電話や通信機能付き携帯端末を用い
ることが可能である一方、前記ナビゲーション・システム１６としては、市販されている
一般的なカー・ナビゲーション・システムを流用することが可能である。
【００１５】
　追記すれば、前記管理センタ処理装置４は、通信制御機能や予約受付機能、利用開始管
理機能、利用終了管理機能、状態管理機能、情報検束・閲覧機能などを備えている。
　また、前記車載機３は、外部と無線通信する機能である通信制御機能や、車両に搭載さ
れる前記バッテリ２０からの電力供給を受けて車両の使用許可の是非を制御する機能、例
えば利用開始検知機能、利用終了検知機能、状態検知機能、貸渡証表示機能、車両位置取
得機能、貸渡内容変更指示機能などを備えている。
　更に、前記データベース５は、顧客管理情報テーブルや車両予約情報テーブル、車両位
置情報テーブル、車両状態情報テーブル、利用・課金実績テーブルなどを備えている。
【００１６】
　そして、前記車両共同利用システム１の管理センタ２内に配置される管理センタ処理装
置４の通信制御機能及び前記車載機３の通信制御機能は、夫々に装備されている通信制御
装置１２及び無線通信端末１４によって実現され、前記無線通信網６を介して管理センタ
処理装置４と車載機３との間で必要な情報の送受信が行われる。
　また、前記管理センタ処理装置４の通信制御機能及び前記車載機３の通信制御機能は、
管理センタ処理装置４及び車載機３内の他の機能が、無線通信網６を介して車載機３また
は管理センタ処理装置４に所定の情報を送信、またはそれらから所定の情報を受信しよう
とする場合には使用されるものである。
【００１７】
　前記車両共同利用システム１に利用される無線通信網６の例としては、携帯電話に利用
される公衆無線通信網である。
　そして、前記車載機３から管理センタ処理装置４に情報が送信されるときは、無線通信
端末１４から通信制御装置１２に発呼（「ダイヤル」ともいう。）し、両者間でセッショ
ンが確立した後に送信が行われる。
　逆に、管理センタ処理装置４から車載機３に情報が送信されるときは、通信制御装置１
２から無線通信端末１４に発呼が行われ、両者間でセッションが確立されるものである。
【００１８】



(5) JP 5115805 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

　前記管理センタ処理装置４の予約機能は、ＰＣ８からネットワーク７及びＷＥＢサーバ
１３を介して利用者の予約情報を受信し、この予約情報を車両予約情報テーブル（図示せ
ず）に格納する。
　前記ＰＣ８の表示装置には、利用者が現在の貸渡車両の空き状況を確認して予約を行う
ことができるように予約画面が表示され、利用者はこの予約画面に必要事項を入力するこ
とによって車両の利用予約を行うことができる。
　そして、前記ネットワーク７がインターネットの場合には、ＷＥＢサーバ１３はＨＴＴ
Ｐを使用してＰＣ８に予約画面の表示を行うためのデータを送信し、ＰＣ８から利用者の
予約画面への入力を受信することとなる。
　なお、上述した予約を行うための構成やアプリケーションは一例である。
　このため、前記ネットワーク７として様々な他のネットワークを使用することが可能で
あるとともに、ＷＥＢサーバ１３やＨＴＴＰを使用せずに、他の様々な機能によって、予
約画面の表示及び利用者からの入力の受信を行うことが可能である。
【００１９】
　このとき、車両に搭載したバッテリ２０の容量電圧を測定する手段である容量電圧測定
手段２１を前記車載機３に併設し、前記車載機３は、起動後に測定された前記バッテリ２
０の容量電圧を取得するとともに、その容量電圧に基づいて電圧に応じて異なる期間を設
定する第１期間設定機能を備え、かつ測定された容量電圧が、予め設定した基準電圧値よ
り低い場合は、無線通信機能を利用して通報するとともに、無期限の省電力状態とするよ
うに制御し、予め設定した基準電圧値より高い場合は、電圧に応じて異なる期間に設定さ
れた第１設定期間にわたり自己状態を第１省電力状態とするように制御する構成を有する
。
　詳述すれば、前記バッテリ２０としては、補機類の駆動、エンジン始動等に用いられ、
かつエンジンに駆動される発電機によって充電される共用バッテリを搭載する。
　そして、車載された各種制御装置、補機、車載機は、前記バッテリ２０からの電力供給
を受けて動作する。
【００２０】
　また、前記車載機３は、主に前記ＩＣカードリーダ９と前記車両共同利用コントローラ
１５とを備えている。
　このとき、前記ＩＣカードリーダ９は、車両共同利用コントローラ１５からの信号に基
づいて動作し、通信可能範囲（約１０ｃｍ）の範囲内にある前記ＩＣカード１０との通信
を試行ないし実行する。
この通信ではキャリアを生成し、ＩＣカード１０を起動して、キャリアに対するＩＣカー
ドレスポンスを取得することにより、認証用ＩＤの取得などのデータ通信を行う。
【００２１】
　更に、前記車両共同利用コントローラ１５は、前記ＩＣカードリーダ９を介した認証に
よって、車両の使用許可と使用不可とを選択し、車上の有線通信網（「ＣＡＮ（コントロ
ーラ・エリア・ネットワーク）」等）を介して別な制御装置（「車体制御装置」）を通じ
て車両ドアの施錠・解錠の切換を行う装置である。すなわち、車両使用許可の是非を制御
する機能を有する。
　また、前記車載機３の車両共同利用コントローラ１５は、車体に設けられた起動スイッ
チ（「リクエストスイッチ」）（図示せず）が人為的に操作されると（「押されると」と
もいう。）起動し、前記ＩＣカードリーダ９を動作させ、データ信号の通信を行う。
　更に、前記車載機３の車両共同利用コントローラ１５は、内部に前記無線通信端末（「
アンテナ」ともいう。）１４を内蔵し、外部インフラを通じて外部機関の装置との送受信
を無線で行う機能を有する。この外部機関の装置とは、同じ無線通信端末を備えたサーバ
端末でも良い。
　そして、無線通信により、予め登録された登録情報（予約情報も含む。）を通信する。
また、前記ＩＣカードリーダ９等の認証用入力装置を併設しているので、無線通信により
得られる情報データと、それら認証用入力装置からののデータとを照合して、使用許可の
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関を判断する。
【００２２】
　前記バッテリ２０の容量電圧を測定する手段である容量電圧測定手段２１は、例えば電
圧センサからなる。
　このとき、容量電圧測定手段２１は、前記車載機３に対して併設してあればよく、内蔵
するように直接接続しても、有線ネットワークによって構成しても良い。
　そして、前記容量電圧測定手段２１は、前記車両共同利用システム１が起動すれば、自
動的に前記バッテリ２０の容量電圧の測定を開始する。
【００２３】
　前記車載機３は、起動後に、前記容量電圧測定手段２１によって測定された前記バッテ
リ２０の容量電圧を取得する。
　そして、取得した容量電圧に基づいて、図３に示す如く、予め設定したバッテリ電圧値
と省電力期間とのテーブルを参照し、省電力期間を設定する機能を有する。
　このとき、前記容量電圧測定手段２１によって測定された前記バッテリ２０の容量電圧
に応じて、異なる期間を設定する機能である第１期間設定機能を有している。
【００２４】
　また、前記車載機３は、前記容量電圧測定手段２１によって測定された前記バッテリ２
０の容量電圧が予め設定した基準電圧値より低い場合には、無線通信機能を利用して通報
するとともに、無期限の省電力状態とするように制御する。
　このとき、基準電圧値とは、図３のバッテリ電圧値と省電力期間とのテーブルにおいて
、省電力期間を設定できない電圧レベルであり、テーブル内での最低電圧範囲を決める基
準となる電圧値である。
　そして、車両やシステムを起動できない状態、あるいは起動すべきでない状態であり、
この省電力期間を設定しない無期限の省電力状態は、電源をＯＦＦするのと同等である。
【００２５】
　前記車載機３は、前記容量電圧測定手段２１によって測定された前記バッテリ２０の容
量電圧が予め設定した基準電圧値より高い場合には、その電圧に応じて異なる期間に設定
された第１設定期間にわたり自己状態を第１省電力状態とするように制御する。
　このとき、第１設定期間は、複数の異なる期間が設定できる。
　そして、図３のバッテリ電圧値と省電力期間とのテーブルを細分化することで、より細
かく設定することができる。
【００２６】
　前記バッテリ２０はエンジン（図示せず）に駆動される発電機（図示せず）により充電
可能に設けられ、前記車載機３は、エンジンが始動された場合、容量電圧の安定化に関わ
る第２設定期間を設定し、この第２設定期間にわたり第２省電力状態とするように制御す
る構成を有する。
　つまり、前記バッテリ２０は、エンジン出力にて機械的に駆動される発電機により充電
されるが、別の制御装置（例えば、エンジン制御装置、ＥＣＭなど）によって、発電機の
発電状態が可変制御されるので、充電状態が変化する。発電がゼロの場合も含む。
　また、前記バッテリ２０は内部抵抗を有し、その使用（充電ないし放電）により、発熱
する。
　そのような温度条件などの変化によって、見かけ上のバッテリ２０の容量電圧も変化す
るので、安定条件や比較判断可能な条件を設定する。これらの条件を勘案したものが第２
設定期間である。
【００２７】
　前記車載機３は、容量電圧の安定化に関わる第２設定期間をエンジンが始動された場合
に設定する。
　そして、この第２設定期間にわたり第２省電力状態とするように制御する。
　このとき、第２設定期間が経過する間は、実質的に計時手段（「タイマＩＣ」ともいう
。）（図示せず）のみを駆動することになり、極めて省電力の状態となる。
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【００２８】
　次に、図１の車載機３の制御用フローチャートに沿って作用を説明する。
【００２９】
　前記車両共同利用システム１の制御用プログラムがスタート（１０１）すると、「車載
機起動」である前記車載機３が起動される処理（１０２）に移行する。
　また、「車載機起動」の処理（１０２）の後には、「バッテリ電圧値取得」である前記
容量電圧測定手段２１によって測定された前記バッテリ２０の容量電圧を前記車載機３が
取得する処理（１０３）に移行する。
　そして、「バッテリ電圧値取得」の処理（１０３）の後には、「省電力期間算出」であ
る図３のバッテリ電圧値と省電力期間とのテーブルによる省電力期間を設定する処理（１
０４）に移行する。
【００３０】
　この「省電力期間算出」の処理（１０４）の後には、「バッテリ電圧＞基準値」の比較
判断、つまり、前記容量電圧測定手段２１によって測定された前記バッテリ２０の容量電
圧が予め設定した基準電圧値より低いか否かの判断（１０５）に移行する。
　この判断（１０５）において、判断（１０５）がＮＯ、つまり、前記容量電圧測定手段
２１によって測定された前記バッテリ２０の容量電圧が予め設定した基準電圧値より低い
場合には、無線通信機能を利用して通報する「Ｗａｒｎｉｎｇ出力」の処理（１０６）に
移行する。
　そして、この「Ｗａｒｎｉｎｇ出力」の処理（１０６）によって、前記車載機３を「省
電力状態」とする処理（１０７）に移行する。
　なお、この「省電力状態」とは、省電力期間が設定されない、つまり無制限としている
。ただし、省電力状態（「スタンバイ」ともいう。）でも、車両状態が変化した場合など
で、省電力状態から復帰する。特に、保守目的のメンテナンスの場合です。
　また、上述の判断（１０５）がＹＥＳ、つまり、前記容量電圧測定手段２１によって測
定された前記バッテリ２０の容量電圧が予め設定した基準電圧値より高い場合には、「省
電力条件成立」の判断（１０８）に移行する。
【００３１】
　上述の「省電力条件成立」の判断（１０８）において、この判断（１０８）がＮＯの場
合には、「バッテリ電圧値取得」である前記容量電圧測定手段２１によって測定された前
記バッテリ２０の容量電圧を前記車載機３が取得する処理（１０３）に戻る。
　また、判断（１０８）がＹＥＳの場合には、「エンジンは起動後一度もＯＮになってい
ない」か否かの判断（１０９）に移行する。
　つまり、判断（１０９）は、上述した「車載機起動」の処理（１０２）の後から判断さ
れる。
【００３２】
　そして、上述の判断（１０９）において、判断（１０９）がＹＥＳの場合には、「省電
力期間スタンバイ」の処理（１１０）に移行する。
　つまり、前記容量電圧測定手段２１によって測定された前記バッテリ２０の容量電圧が
予め設定した基準電圧値より高く、かつ、「エンジンは起動後一度もＯＮになっていない
」か否かの判断（１０９）がＹＥＳの場合には、前記車載機３によって、電圧に応じて異
なる期間に設定された第１設定期間にわたり自己状態を第１省電力状態とするように制御
するものである。
　また、上述の判断（１０９）がＮＯの場合には、「電圧安定時間分スタンバイした」か
否かの判断（１１１）に移行する。
　なお、「電圧安定時間分スタンバイした」か否かの判断（１１１）における電圧安定時
間とは、省電力状態（「スタンバイ」ともいう。）とする処理（１０７）に移行してから
の経過時間をカウントしたものである。そして、この電圧安定時間は、例えば２４時間に
設定される。
【００３３】
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　また、上述した判断（１１１）において、判断（１１１）がＹＥＳの場合には、上述し
た「省電力期間スタンバイ」の処理（１１０）に移行する。
　また、判断（１１１）がＮＯの場合には、「バッテリ電圧安定時間スタンバイ」の処理
（１１２）に移行する。
　この処理（１１２）は、エンジンが始動された場合、容量電圧の安定化に関わる第２設
定期間を設定し、前記車載機３によって、第２設定期間にわたり第２省電力状態とするよ
うに制御するものである。
【００３４】
　これにより、車両にバッテリ２０を搭載し、このバッテリ２０からの電力供給を受けて
車両の使用許可の是非を制御する機能を有するとともに、外部と無線通信する機能を有す
る車載機３において、前記バッテリ２０の容量電圧を測定する手段を前記車載機３に併設
し、この車載機３は、起動後に測定された前記バッテリ２０の容量電圧を取得するととも
に、その容量電圧に基づいて電圧に応じて異なる期間を設定する第１期間設定機能を備え
、かつ測定された容量電圧が、予め設定した基準電圧値より低い場合は、無線通信機能を
利用して通報するとともに、無期限の省電力状態とするように制御し、予め設定した基準
電圧値より高い場合は、電圧に応じて異なる期間に設定された第１設定期間にわたり自己
状態を第１省電力状態とするように制御する。
　従って、保守のためのメンテナンス作業が必要な状態を検知し、無駄なタイミングでの
確認作業を削減できる。
　また、遠隔地にてバッテリ２０の状態を把握、管理できる。
　更に、保守のためのメンテナンス作業が必要な状態に至るまでの間、システムを起動す
る頻度を低減でき、きわめて省電力化することができる。
【００３５】
　また、前記バッテリ２０はエンジンに駆動される発電機により充電可能に設けられ、車
載機３は、エンジンが始動された場合、容量電圧の安定化に関わる第２設定期間を設定し
、この第２設定期間にわたり第２省電力状態とするように制御する。
　従って、バッテリ２０の状態を判断、比較する条件のばらつきを抑え、誤判断によって
、メンテナンスの機会を逃したり、車両を利用できない自体に陥ったりする可能性を低減
できる。
　すなわち、バッテリ２０の容量を正確に判断できる。
【００３６】
　なお、この発明は上述実施例に限定されるものではなく、種々の応用改変が可能である
。
【００３７】
　例えば、この発明の実施例においては、第１省電力状態と第２省電力状態とを、同列に
おいた制御用フローチャートとしたが、比較的時間の短い第２省電力状態を、第１省電力
状態の前ステップで閉ループとして回す構成とすることも可能である。第１省電力状態は
第２省電力状態より起動時間が長くなるため、若干、消費電力が多くなります。
　また、電圧に応じて異なる時間の第１省電力状態とすることは、電気自動車（ＥＶ）や
ハイブリッド自動車（ＨＥＶ）の中でも、補機駆動用バッテリを低電圧（例えば、１２Ｖ
）とし、推進用バッテリとしての高電圧（例えば、３００Ｖ）とは独立して設けている場
合にも、応用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】この発明の実施例を示す車載機の制御用フローチャートである。
【図２】車両共同利用システムの構成図である。
【図３】バッテリ電圧値と省電力期間とのテーブルを示す図である。
【符号の説明】
【００３９】
　　１　車両共同利用システム
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　　２　管理センタ
　　３　車載機
　　４　管理センタ処理装置
　　５　データベース
　　６　無線通信網
　　７　ネットワーク
　　８　パーソナルコンピュータ（「パソコン」または「ＰＣ」ともいう。）
　　９　ＩＣカードリーダ（「近接無線通信装置」ともいう。）
　１０　ＩＣカード
　１１　管理サーバ
　１２　通信制御装置
　１３　ＷＥＢサーバ
　１４　無線通信端末（「アンテナ」ともいう。）
　１５　車両共同利用コントローラ
　１６　ナビゲーション・システム
　１７　コントローラ
　１８　入力装置
　１９　表示装置
　２０　バッテリ
　２１　容量電圧測定手段

【図１】 【図２】
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